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新旧対照表（藤枝市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度要領） 

改正前 改正後 

（最低制限価格の設定及び算定） 

第４条  （略） 

２ 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった設計書仕様書等に基づ

き算定するものとし、次の各号に掲げる建設関連業務に応じて、当該

各号に定める予定価格算出の基礎となった経費の合計額に１００分

の１１０を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に１０分

の８を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に１０分の８

を乗じた額（測量業務にあっては１０分の８．２、地質調査業務にあ

っては１０分の８．５）とし、予定価格に１０分の６を乗じて得た額

に満たない場合にあっては、予定価格に１０分の６を乗じて得た額

（地質調査業務にあっては３分の２）とする。  

⑴ 測量業務 次に掲げる額の総額 

  ア・イ （略） 

  ウ 諸経費の額に１０分の４．８を乗じて得た額  

⑵ 土木関係の建設コンサルタント業務 次に掲げる額の総額 

  ア～ウ （略） 

  エ 一般管理費等の額に１０分の４．８を乗じて得た額  

⑶ （略）  

⑷ 地質調査業務 次に掲げる額の総額 

  ア～ウ （略） 

  エ 諸経費の額に１０分の４．８を乗じて得た額  

⑸ 補償関係コンサルタント業務 次に掲げる額の総額 

  ア～ウ （略） 

  エ 一般管理費等の額に１０分の４．５を乗じて得た額  

 ⑹ （略） 

３ 前項に定める算定方法にかかわらず、特別な業務等で同項の規定に

より難いものについては、業務委託契約ごとに１０分の８（測量業務

にあっては１０分の８．２、地質調査業務にあっては１０分の８．５）

から１０分の６（地質調査業務にあっては３分の２）までの範囲内で 

（最低制限価格の設定及び算定） 

第４条  （略） 

２ 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった設計書仕様書等に基づ

き算定するものとし、次の各号に掲げる建設関連業務に応じて、当該

各号に定める予定価格算出の基礎となった経費の合計額に１００分

の１１０を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に１０分

の８．１を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に１０分

の８．１を乗じた額（測量業務にあっては１０分の８．２、地質調査

業務にあっては１０分の８．５）とし、予定価格に１０分の６を乗じ

て得た額に満たない場合にあっては、予定価格に１０分の６を乗じて

得た額（地質調査業務にあっては３分の２）とする。  

⑴ 測量業務 次に掲げる額の総額 

  ア・イ （略）  

  ウ 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額  

⑵ 土木関係の建設コンサルタント業務 次に掲げる額の総額 

  ア～ウ （略） 

  エ 一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額  

⑶ （略）  

⑷ 地質調査業務 次に掲げる額の総額 

  ア～ウ （略） 

  エ 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額  

⑸ 補償関係コンサルタント業務 次に掲げる額の総額 

  ア～ウ （略） 

  エ 一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額  

 ⑹ （略） 

３ 前項に定める算定方法にかかわらず、特別な業務等で同項の規定に

より難いものについては、業務委託契約ごとに１０分の８．１（測量

業務にあっては１０分の８．２、地質調査業務にあっては１０分の８．

５）から１０分の６（地質調査業務にあっては３分の２）までの範囲 
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改正前 改正後 

市長が定めた割合を予定価格に乗じて得た額とする。 

４ （略） 

内で市長が定めた割合を予定価格に乗じて得た額とする。 

４ （略） 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則  

 この要領は、令達の日から施行し、令和６年１０月１日以降に公告又は指名通知を行う業務から適用する。 


